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『
朱
子
語
類
』
外
任
篇

　

詳
注
（
四
）

剛
楊
通
老
問
。
趙
守
断
人
立
後
事
錯
了
。
人
無
所
訴
。
日
。
理
却
是

心
之
骨
。
這
骨
子
不
端
正
。
少
間
萬
事
一
斉
都
差
了
。
如
一
箇
印
。

利
得
不
端
正
。
看
印
在
甚
歴
所
在
。
千
箇
萬
箇
都
喝
斜
。
不
知
人

心
如
何
活
地
暗
昧
。
這
項
事
其
義
甚
明
。
這
般
所
在
。
都
是
要
自

用
。
不
肯
分
委
属
官
。
所
以
事
叢
雑
處
置
不
暇
。
胡
気
断
去
。
在
法

属
官
自
合
毎
日
到
官
長
處
共
理
會
事
。
如
有
不
至
者
。
ぼ
有
罪
。
今

則
属
官
雖
要
爽
。
長
官
自
不
要
他
爽
。
他
也
只
得
休
。
這
般
法
意
是

多
少
好
。
某
嘗
席
。
或
是
作
蒜
。
看
是
状
牒
如
何
煩
多
。
自
有
箇
措

置
。
毎
聴
詞
状
。
集
属
官
都
求
。
列
位
於
廳
上
。
看
有
多
少
均
分

之
。
各
自
剣
去
。
到
著
到
時
。
亦
復
如
此
。
若
是
眼
前
易
事
。
各
自

處
断
。
若
有
可
疑
等
事
。
便
留
在
。
集
衆
較
量
断
去
。
無
有
不
営
。

則
獄
訟
如
何
會
皇
。
此
非
濁
錫
長
官
者
省
事
。
而
属
官
亦
各
欲
自

効
。
・
蒙
是
如
簿
尉
等
初
官
。
使
之
決
獄
聴
訟
得
熟
。
是
亦
数
海
之

田

　
　

中

謙

　
　

二

也
。
某
在
潭
州
。
豊
憲
逡
下
状
如
雨
。
初
亦
篤
隨
手
断
幾
件
。
後
発
多

了
恐
被
他
墾
倒
了
。
於
是
措
置
幾
隻
厨
子
在
廳
上
。
分
了
頭
項
。
燈

下
訟
来
。
印
員
上
簿
。
合
索
案
底
。
自
入
一
厨
。
人
案
已
足
底
。
自

入
一
厨
。
一
日
集
諸
同
官
。
各
分
幾
件
去
定
奪
。
只
於
廳
雨
漫
設
幕

位
。
令
逐
項
肢
爽
歴
。
末
後
擬
剣
。
侯
食
時
。
既
就
郡
厨
辨
敷
味
飲

食
。
同
坐
食
吃
。
郎
逐
人
以
所
定
事
較
量
。
初
間
定
得
幾
箇
来
。
自

去
倣
文
章
。
都
不
説
着
事
情
。
某
不
免
先
篤
書
一
様
子
云
。
某
官
今

承
受
提
刑
司
判
下
状
係
某
事
。
一
。
甲
家
於
某
年
某
月
某
日
。
有
甚

干
照
。
計
幾
項
。
乙
家
於
某
年
某
月
某
日
。
有
甚
干
照
。
計
幾
項
。

次
第
寫
令
分
明
。
一
。
甲
家
如
何
因
甚
廳
事
９
　
起
到
官
。
乙
家
又
如

何
爽
解
憚
互
論
。
甲
家
又
如
何
供
對
已
前
事
分
明
了
。
一
。
某
年
某

月
某
日
如
何
断
。
一
。
某
年
某
月
某
日
。
某
家
於
某
官
心
訴
。
某
官

又
如
何
断
。
以
後
幾
経
番
訴
。
並
書
一
寫
出
。
後
面
却
鮎
對
以
前
所
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断
萱
否
。
或
有
未
轟
資
節
０
　
１
　
断
在
後
。
如
比
了
却
把
家
１
　
０
　
中
間

　
　

有
擬
得
是
底
。
並
依
其
所
擬
断
決
。
合
追
人
便
追
人
。
若
不
消
追

　
　

人
。
便
只
依
其
所
擬
回
申
提
刑
司
去
。
有
擬
得
未
是
底
。
或
大
事
可

　
　

疑
。
却
合
衆
商
量
。
如
此
事
都
了
。
並
無
意
滞
。
楊
通
老
云
。
天
下

　
　

事
擾
。
固
是
説
道
営
従
原
頭
理
會
家
。
也
須
是
従
下
面
細
處
理
會
勝

　
　

上
。
始
得
。
日
。
固
是
。
如
値
監
司
只
管
伯
訟
多
措
置
不
下
。
然
要

　
　

省
状
也
不
得
。
若
不
受
詞
訟
。
何
以
知
得
守
令
政
事
之
営
否
。
全
在

　
　

這
裏
見
得
。
只
如
入
建
陽
受
建
陽
民
戸
訟
。
這
個
知
略
之
善
悪
便
見

　
　

得
。
如
今
倣
守
令
。
其
弊
百
端
。
豊
能
轟
防
。
如
得
吏
沈
滞
公
事
。

　
　

逡
求
於
人
。
人
皆
知
可
悪
。
無
術
以
防
之
。
要
好
在
巌
立
程
限
。
他

　
　

限
日
到
。
自
要
苦
苦
漱
索
不
得
。
若
是
倣
守
令
有
可
以
白
干
沈
滞
底

　
　

事
。
便
是
無
頭
脳
。
須
逐
事
上
簿
。
逐
事
要
了
。
始
得
。
某
篤
守
。

　
　

一
日
詞
訟
。
一
日
着
到
。
合
是
第
九
日
亦
詞
訟
。
某
却
罷
了
此
日
詞

　
　

訟
。
明
日
是
休
日
。
今
日
便
刷
起
一
旬
之
事
。
有
未
了
事
。
一
斉
都

　
　

要
了
。
大
抵
倣
官
須
是
令
自
家
常
閑
。
吏
得
常
忙
。
方
得
。
若
自
家

　
　

被
文
字
家
叢
了
。
討
頭
不
見
。
吏
冊
便
家
作
弊
。
倣
官
須
是
立
綱

　
　

紀
。
綱
紀
既
立
。
都
自
無
事
。
如
諸
略
登
簿
暦
到
州
。
在
法
本
州
黙

　
　

對
自
有
限
日
。
如
初
間
是
本
州
磨
算
司
便
自
有
十
日
限
。
却
交
過
通

8
3

　

判
。
審
計
司
亦
有
五
日
限
。
今
到
處
並
不
管
着
限
日
。
或
遅
延
一

月
０
　
或
遅
延
恵
三
凡
以
邁
索
膝
導
直
伶
計
１
　
。
蕗
其
冊
数
。
方

呉
呈
州
。
初
過
磨
算
司
。
使
一
番
鎮
了
。
到
審
計
司
。
又
使
一
番

銭
。
到
倅
廳
護
回
呈
州
。
呈
覆
吏
人
又
要
銭
。
某
曾
作
簿
知
其
弊
。

於
南
康
及
潭
州
。
皆
用
限
日
。
他
這
般
法
意
甚
好
。
後
来
一
向
埋
没

了
。
某
毎
到
。
印
以
法
暁
論
。
定
要
如
此
。
亦
使
磨
底
磨
得
子
細
。

審
底
審
得
子
細
。
有
新
簿
善
簿
不
同
處
。
便
批
出
理
會
。
初
間
吏
輩

以
篤
無
甚
緊
要
。
在
潭
州
。
押
下
腿
簿
。
付
磨
算
司
及
審
計
司
。
限

到
満
日
。
却
不
見
到
。
根
究
出
乃
是
交
鮎
司
未
賂
上
。
印
時
決
雨

吏
。
後
来
却
毎
毎
及
限
。
雖
欲
意
索
。
也
不
敢
遷
延
。
筋
道
知
得
限

巌
。
也
不
被
他
意
索
。
如
此
等
事
。
整
頓
得
幾
件
。
自
是
省
事
。
此

是
大
綱
紀
。
如
某
鳥
守
。
凡
遇
支
給
官
員
俸
給
。
預
先
示
以
期
日
。

到
此
日
。
只
要
一
日
支
書
。
更
不
留
未
支
。
這
亦
防
逡
索
之
弊
。
看

百
弊
之
多
。
只
得
蔽
限
以
促
之
。
使
他
大
段
逡
索
不
得
。
又
日
。
某

人
世
鶏
良
宰
。
云
。
要
緊
處
有
八
字
。
開
除
民
丁
。
掘
割
戸
税
。
世

世
傅
之
。
又
日
。
法
初
立
時
有
多
少
吼
意
思
。
後
来
節
次
臣
寮
胡
気

申
請
。
皆
廃
墟
了
。
如
父
母
在
堂
。
不
許
異
財
。
法
意
最
好
。
今
篤

父
母
在
不
異
財
。
却
背
地
去
典
責
。
後
爽
却
昏
頼
人
。
以
一
時
之
弊

愛
萬
世
之
良
法
。
ロ
ハ
是
因
某
人
私
意
申
請
。
法
優
有
好
處
。
今
非

聊
下
之
人
不
畏
法
。
把
法
倣
文
具
事
。
上
自
朝
廷
也
只
把
倣
文
具
行
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了
。
皆
不
期
於
必
行
。
前
夜
嵐
上
下
覗
法
令
皆
錫
閑
事
。
如
不
許
州

　
　

郡
・
監
司
饅
途
。
幾
１
　
行
下
。
而
州
郡
・
監
司
亦
復
如
前
。
但
愛
換

　
　

名
目
。
多
是
倣
忌
日
去
寺
中
焚
香
。
於
是
皆
有
折
逸
。
其
叡
不
薄
。

　
　

間
有
甚
無
廉
恥
者
。
本
無
忌
日
。
乃
設
鶏
忌
日
。
焚
香
以
圖
饅
途

　
　

者
。
朝
廷
詔
令
。
事
事
都
如
此
無
紀
綱
。
人
人
玩
弛
。
可
慮
可
慮
。

　
　

又
曰
。
只
如
省
部
有
時
行
下
文
字
。
儀
有
好
處
。
只
是
後
家
付
之
骨

　
　

吏
之
手
。
都
没
収
殺
。
某
在
潭
州
。
忽
行
下
文
字
。
護
諸
州
用
箭
印

　
　

處
。
或
有
訣
損
磨
滅
底
。
並
許
申
上
重
行
改
造
。
此
亦
有
営
中
者
。

　
　

如
合
有
鋳
印
處
。
乃
是
兵
刑
鏡
穀
處
。
如
尉
有
躊
印
。
亦
有
管
部
弓

　
　

兵
。
司
理
主
郡
刑
獄
。
乃
無
鋳
印
。
後
来
申
去
。
又
如
棹
在
水
中
一

　
　

般
。
過
得
幾
時
。
又
行
文
字
家
。
又
中
去
又
休
了
。
如
今
事
事
如

　
　

此
。
省
部
文
字
。
一
付
之
吏
手
。
一
味
避
索
。
百
端
阻
節
。
如
某
在

　
　

紹
興
。
有
納
助
米
人
。
従
蒜
保
明
到
州
。
州
保
明
到
監
司
。
方
呉
申

　
　

部
。
忽
然
部
中
又
行
下
一
文
字
家
。
再
令
保
明
。
某
迷
呉
逐
一
詳
細

　
　

申
去
。
云
已
従
下
一
一
保
明
窓
。
未
委
今
爽
因
何
再
作
行
移
如
此
。

　
　

中
去
休
了
。
後
来
忽
又
行
下
京
。
云
助
米
人
柄
進
士
。
未
委
是
何
處

　
　

幾
時
請
到
文
解
。
還
是
郷
貢
。
如
何
。
仰
一
一
牒
間
上
来
。
這
是

　
　

巨
耐
不
巨
耐
。
他
事
事
敢
如
此
意
求
取
索
。
営
初
朝
廷
只
許
進
士
助

　
　

米
。
所
謂
進
士
只
是
科
畢
暮
場
人
。
如
何
敢
后
地
貌
。
某
営
時
若
便

得
這
省
吏
在
前
。
印
時
便
戦
刺
雨
行
字
配
勝
去
。
然
中
省
去
。
賂
謂

省
官
須
治
此
吏
。
那
裏
治
他
。
又
如
奏
罷
一
蒜
令
。
回
申
請
一
面
差

大
待
閥
。
侯
救
荒
事
吃
。
交
割
下
替
。
不
知
下
替
便
爽
孚
上
去
部
裏

論
。
部
裏
便
判
罷
権
官
。
後
来
典
申
去
。
云
。
元
初
差
這
人
。
乃
是

奉
聖
旨
令
救
荒
。
轟
兵
備
許
多
在
前
。
及
後
部
中
行
下
。
乃
前
列
聖

旨
了
。
後
乃
働
奮
自
云
。
合
還
下
替
交
割
職
事
。
直
是
低
地
胡
胤
行

移
。
略
不
知
有
聖
旨
。
那
個
権
官
見
代
者
来
得
活
地
急
。
不
能
戦

争
。
自
去
了
。
賀
孫

　
　

校
注
・
・
１
了
誤
作
人
。

　

２
書
朝
鮮
本
誤
作
書
。

　

３
又
字
無
。

　

４
番

　
　
　

作
翻
、
下
同
。

　

５
令
誤
作
今
。

　

６
不
知
下
替
四
宇
抄
本
誤
脱
。

　
　
　

以
刊
本
補
。

　

楊
通
老
（
揖
）
が
た
ず
ね
た
、
「
趙
太
守
は
あ
る
人
の
後
嗣
ぎ
事

件
で
ま
ち
が
っ
た
裁
き
を
さ
れ
、
そ
の
人
は
泣
き
寝
入
り
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
」

　
　

（
先
生
が
）
い
わ
れ
た
、
「
理
は
心
の
骨
値
だ
。
こ
の
骨
駱
が
し
ゃ

ん
と
し
て
な
い
と
、
や
が
て
何
も
か
も
も
ろ
と
も
に
狂
っ
て
来
る
。

た
と
え
ば
、
は
ん
こ
は
彫
り
方
が
き
ち
ん
と
し
て
な
い
と
、
ど
ん
な

と
こ
ろ
に
押
し
た
っ
て
、
千
も
萬
も
が
み
な
ゆ
が
む
よ
う
な
も
の
さ
。

人
の
心
。
て
な
ぜ
こ
ん
な
に
い
い
加
減
な
ん
だ
ろ
ね
。
あ
の
事
件

-
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は
す
じ
が
と
て
も
は
っ
き
ケ
し
て
る
ん
だ
か
な
。
こ
ん
な
場
所
で
、

　
　

長
官
た
る
も
の
0
1
手
か
省
け
蕎
だ
け
で
た
く
、
屡
官
た
ぢ
も
め
い
め

　
　

な
に
も
か
も
自
分
で
や
ろ
う
と
し
て
、
罵
官
に
分
揃
さ
せ
ま
い
と
す

　
　

い
が
精
を
出
す
。
そ
れ
に
、
た
と
え
ば
主
簿
と
か
９
　
尉
な
ど
の
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
Ｓ

　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　

る
も
の
だ
か
ら
、
し
ご
と
が
ご
た
ご
た
集
中
し
て
、
始
末
す
る
ゆ
と

　
　

だ
し
の
も
の
に
、
訴
訟
事
件
の
處
理
を
習
熟
さ
せ
、
そ
の
連
中
の
教

　
　

り
が
な
く
、
で
た
ら
め
の
判
決
を
下
す
の
だ
。
法
規
で
は
、
ち
ゃ
ん

　
　

育
に
も
な
る
の
だ
。
わ
た
し
が
津
州
に
い
た
こ
ろ
、
豊
提
勤
刑
獄
か

　
　

と
罵
官
は
毎
日
長
官
の
と
こ
ろ
へ
末
て
、
い
っ
し
ょ
Ｉ
に
し
ご
と
を
處

　
　

ら
事
件
の
文
書
が
雨
あ
ら
れ
と
届
け
ら
れ
て
来
た
。
は
じ
め
は
わ
た

　
　

理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
来
な
’
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の

　
　

し
も
手
営
た
り
次
第
に
何
件
か
裁
い
た
が
、
後
に
は
ど
う
も
こ
れ
じ

　
　

こ
と
が
問
題
に
な
る
の
だ
。
こ
の
節
じ
ゃ
、
属
官
は
来
た
く
っ
て

　
　

ゃ
多
く
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
や
し
ま
い
か
と
い
う
気
が
し
た
。
そ
こ
で

　
　

も
、
長
官
の
ほ
う
で
来
さ
せ
ま
い
と
す
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
す
ま

　
　

正
廳
に
幾
つ
か
の
ａ
>
カ
ー
を
し
つ
ら
え
て
項
Ｂ
別
に
七
、
訴
訟
事

　
　

せ
る
ほ
か
な
い
。
こ
う
い
う
法
規
の
主
旨
は
賞
に
い
い
ん
だ
が
ね
。

　
　

件
が
逡
ら
れ
て
来
る
と
、
す
ぐ
帳
簿
に
記
載
し
、
事
件
記
録
の
い
る

　
　

わ
た
し
は
か
つ
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
Ｉ
も
し
知
略
を
や
る
場

　
　

も
の
は
、
そ
の
項
目
の
ロ
ｙ

　
　

合
、
受
け
た
り
出
し
た
り
す
る
文
書
が
ど
ん
な
に
う
ん
ざ
り
す
る
ほ

　
　

ろ
っ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
項
目
の
ロ
ッ
カ
ー
に
入
れ
る
。
（
そ
し

　
　

ど
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
處
置
す
る
方
法
が
あ
。
る
。
訴
状
を

　
　

て
）
い
つ
か
の
日
に
開
係
官
ら
を
集
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
叡
件
ず
つ
分

　
　

受
け
る
ご
と
に
、
属
官
を
ぜ
ん
ぶ
集
め
て
正
廳
に
列
ら
ば
せ
、
ど
れ

　
　

け
て
決
裁
さ
せ
る
。
す
ぐ
こ
の
正
廳
の
雨
側
の
と
こ
ろ
に
、
カ
ー
テ

　
　

だ
け
あ
ろ
う
と
均
分
し
て
、
め
い
め
い
に
裁
定
さ
せ
る
。
裁
定
の
結

　
　

ソ
じ
き
り
の
席
を
し
つ
ら
え
、
一
件
】
件
、
事
件
の
経
過
を
述
べ
さ

　
　

果
が
出
せ
た
時
も
や
は
り
そ
う
す
る
。
も
し
も
印
座
に
わ
け
な
く
始

　
　

せ
て
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
判
決
案
を
書
か
せ
る
。
食
事
時
に
な
っ

　
　

末
で
き
る
事
件
は
、
め
い
め
い
が
處
断
し
、
阻
題
の
あ
る
事
件
の
場

　
　

て
。
あ
ら
か
じ
め
郡
の
炊
事
場
で
い
く
品
か
の
食
事
を
用
意
し
て
お

　
　

合
は
残
し
て
お
い
て
、
み
な
を
集
め
て
談
合
の
も
と
に
決
裁
し
て
ゆ

　
　

い
た
の
を
、
み
な
が
同
席
し
て
食
べ
お
わ
る
と
、
す
ぐ
一
人
一
人
に

　
　

く
。
そ
う
す
れ
ば
、
す
べ
て
が
ま
ち
が
い
な
く
や
れ
て
、
訴
訟
事
件

　
　

つ
い
て
擬
定
さ
せ
て
あ
っ
た
事
件
を
相
談
す
る
の
だ
。
は
じ
め
の
こ

8
5

　

が
脆
滞
す
る
な
ん
て
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
や
り
方
で
ゆ
け
ば
、

　
　

ろ
、
何
件
か
最
終
決
定
を
下
し
て
、
め
い
め
い
に
文
章
を
作
ら
せ
た

-

85
-



8
6

　

と
こ
ろ
、
だ
れ
も
か
れ
も
事
件
の
説
明
が
う
ま
く
書
け
な
い
。
そ

　
　

こ
で
、
や
む
な
く
わ
た
し
が
ま
ず
一
つ
サ
ン
プ
ル
を
提
供
し
て
や
っ

　
　

た
Ｉ

　
　
　
　

某
官
が
今
承
受
シ
タ
ル
提
刑
司
ヨ
リ
判
下
セ
ル
状
ハ
某
事
件
二

　
　
　

係
ル
。

　
　
　
　

一
、
甲
家
ハ
某
年
某
月
某
日
二
於
テ
何
ナ
ユ
ノ
干
照
ア
リ
、
計

　
　
　

何
項
。
乙
家
ハ
某
年
某
月
某
日
二
於
テ
何
ナ
ユ
ノ
干
照
ア
リ
、
計

　
　
　

何
項
。

　
　

と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
順
を
追
っ
て
明
確
に
書
か
せ
る
。

　
　
　
　

一
、
甲
家
ハ
、
如
何
な
る
次
第
で
、
何
が
原
因
と
な
り
、
孚
イ

　
　
　

ガ
起
キ
テ
、
官
二
到
リ
シ
ヤ
。
乙
家
ハ
マ
タ
如
何
な
る
次
第
で
解

　
　
　

憚
シ
互
イ
ユ
論
ゼ
シ
ヤ
。
甲
家
ハ
マ
タ
如
何
よ
う
に
供
對
シ
テ
、

　
　
　

以
前
の
事
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
か
。

　
　
　
　

一
、
某
年
某
月
某
日
、
い
か
に
判
決
セ
シ
ヤ
。

　
　
　
　

一
、
某
年
某
月
某
日
、
某
家
ハ
某
官
二
於
テ
番
訴
シ
（
再
審
申

　
　
　

請
）
、
某
官
ハ
マ
タ
い
か
に
断
ゼ
シ
ヤ
。

　
　
　

そ
の
後
、
何
回
再
審
を
申
請
し
た
か
、
す
べ
て
同
じ
様
式
で
文
書

　
　

に
し
、
あ
と
の
と
こ
ろ
に
こ
れ
ま
で
の
判
決
の
営
否
を
照
合
黙
檀
し

　
　

て
、
も
し
調
査
不
十
分
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
お
わ
り
の
と
こ
ろ
に
判

決
案
を
書
く
。

　

そ
う
い
う
書
類
が
で
き
る
と
、
そ
れ
（
か
れ
ら
の
擬
定
し
た
文
案
）

を
讃
み
、
そ
の
中
で
擬
定
し
た
判
決
案
に
正
し
い
も
の
が
あ
れ
ば
、

す
べ
て
擬
定
し
た
と
お
り
に
剣
決
す
る
し
、
人
を
召
喚
す
る
べ
き
場

合
は
召
喚
し
、
召
喚
の
必
要
が
な
け
れ
ば
、
擬
定
し
た
と
お
り
そ
の

ま
ま
提
刑
司
に
回
申
す
る
。
擬
定
か
ま
ち
が
っ
て
い
る
も
の
、
も
し

く
は
問
題
の
あ
る
大
事
件
の
場
合
は
、
全
員
で
相
談
す
る
。
こ
ん
な

ふ
う
に
や
れ
ば
、
す
べ
て
が
か
た
づ
い
て
、
す
こ
し
も
溢
滞
す
る
こ

と
は
な
い
。
」

　

楊
通
老
、
が
い
っ
た
、
「
天
下
の
事
は
、
む
ろ
ん
そ
の
根
源
の
と
こ
ろ

か
ら
明
ら
か
に
す
る
べ
き
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
や
は
り
下
の
細

か
な
黙
か
ら
上
の
方
へ
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
」

　

（
先
生
が
）
い
わ
れ
た
、
「
む
ろ
ん
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
監
司
と

も
あ
ろ
う
も
の
が
、
訴
訟
事
佳
が
多
く
て
裁
き
か
ね
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
気
に
し
て
ば
か
り
い
る
が
、
訴
訟
事
件
を
省
こ
う
た
っ
て
で
き

ん
相
談
だ
。
も
し
訴
訟
を
受
付
け
な
け
れ
ば
、
州
・
蒜
知
事
の
司
政

の
営
否
は
ど
う
し
て
わ
か
る
。
み
な
こ
の
鮎
で
わ
か
る
ん
だ
よ
。
た

と
え
ば
、
建
１
　
の
地
に
入
れ
ば
建
陽
の
民
戸
の
訴
訟
を
受
付
け
、

そ
こ
の
知
蘇
の
よ
し
あ
し
が
そ
れ
で
わ
か
る
。
こ
の
節
の
守
・
令
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（
州
蘇
０
　
知
事
）
と
爽
た
ら
、
悪
事
不
正
は
さ
ま
ざ
ま
に
わ
た
り
、

　
　

と
て
も
皆
ま
で
防
げ
る
も
の
で
な
い
。
た
と
え
ば
、
骨
吏
は
お
お
や

　
　

け
ご
と
を
脂
滞
さ
せ
て
、
人
か
ら
わ
い
ろ
を
請
求
す
る
。
誰
も
が
噌

　
　

い
や
つ
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
防
ぐ
す
べ
が
な
い
。
よ
く
し
よ
う

　
　

な
ら
、
期
限
を
巌
し
く
設
け
る
こ
と
だ
。
や
つ
ら
の
期
日
が
来
れ

　
　

ば
、
し
ぜ
ん
や
い
の
や
い
の
わ
い
ろ
を
請
求
す
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
。

　
　

も
し
州
・
蒜
の
知
事
た
る
も
の
に
、
い
た
ず
ら
に
詣
滞
し
て
よ
い
事

　
　

件
が
あ
る
な
ら
、
そ
い
つ
は
途
方
も
な
い
や
つ
だ
。
一
件
一
件
帳
簿

　
　

に
記
載
し
た
の
を
一
件
一
件
し
ま
つ
す
る
の
で
な
け
り
ゃ
い
か
ん
。

　
　

わ
た
し
が
太
守
だ
っ
た
こ
ろ
、
そ
の
日
の
訴
訟
は
そ
の
日
の
う
ち
に

　
　

か
た
づ
け
た
。
九
日
め
も
訴
訟
を
扱
う
べ
き
だ
が
、
わ
た
し
は
、
こ

　
　

の
日
は
訴
訟
を
扱
う
こ
と
を
止
め
に
し
た
。
あ
く
る
日
が
休
日
だ
か

　
　

ら
、
き
ょ
う
（
こ
の
日
）
中
に
旬
間
の
事
件
を
總
ざ
ら
え
し
て
、
未

　
　

決
裁
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
一
斉
に
決
裁
す
る
よ
う
に
し
た
。
だ
い
た

　
　

い
官
人
た
る
も
の
は
、
自
分
の
手
を
い
つ
も
空
か
せ
、
冊
吏
ど
も
を

　
　

い
つ
も
忙
し
く
さ
せ
て
お
か
ん
と
い
け
た
い
。
も
し
も
自
分
に
書
類

　
　

が
集
中
し
て
、
な
に
か
ら
手
を
つ
け
て
い
い
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
状

　
　

態
で
は
、
骨
吏
ど
も
は
悪
事
を
は
た
ら
く
も
の
だ
。
官
人
た
る
も
の

8
7

　

は
、
か
な
ら
ず
綱
紀
を
し
っ
か
り
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

綱
紀
を
し
っ
か
り
つ
け
て
お
け
ば
、
す
べ
て
が
支
障
な
く
ゆ
く
。
た

と
え
ば
、
方
々
の
蘇
廳
か
ら
お
く
り
出
す
簿
暦
が
州
に
や
っ
て
家
る
・

と
す
る
。
法
規
上
、
そ
の
州
で
鮎
検
照
命
す
る
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
期

限
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
初
め
の
こ
ろ
は
そ
の
州
の
勘
定
係
り
に
は

十
日
の
期
限
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
通
判
に
交
付
す
る
會
計
検
査
係
り

に
も
五
日
の
期
限
が
あ
っ
た
。
こ
の
節
じ
ゃ
ど
こ
も
か
も
、
期
限
な

ん
か
て
ん
で
お
。
か
ま
い
な
く
、
一
月
遅
ら
せ
た
り
二
、
三
か
月
遅
ら

せ
た
り
し
て
、
蒜
か
ら
わ
い
ろ
を
取
る
。
い
ろ
い
み
頼
み
こ
ん
で
や

つ
の
望
み
を
か
な
え
て
や
り
、
そ
こ
で
や
っ
と
こ
さ
上
呈
し
て
も
ら

う
。
ま
ず
は
じ
め
に
勘
定
係
り
を
通
す
の
に
一
ど
金
を
使
い
、
會
計

検
査
係
り
へ
爽
て
、
も
う
一
ど
金
を
使
う
。
通
則
の
役
所
へ
来
て
そ

こ
か
ら
逍
り
出
し
て
州
へ
回
呈
す
る
。
（
そ
の
際
に
）
１
　
吏
に
答
申

す
る
の
に
ま
た
金
を
取
ら
れ
る
。
わ
た
し
は
主
簿
の
経
験
が
あ
り
、

か
れ
ら
の
不
正
を
知
っ
て
い
る
。
南
康
で
も
潭
州
で
も
み
な
期
日
を

使
っ
た
。
こ
う
い
う
法
規
の
主
旨
は
と
て
も
い
い
の
に
、
そ
の
後

ず
っ
と
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
ど
こ
で
も
赴
任
す
る

と
す
ぐ
、
法
規
を
周
知
さ
せ
て
、
必
ら
ず
守
る
よ
う
い
っ
て
お
き
。

（
期
限
を
設
け
た
か
ら
と
い
っ
て
い
い
加
減
で
は
こ
ま
る
）
や
は
り
勘
定

す
る
も
の
に
は
め
ん
密
に
勘
定
さ
せ
、
検
査
す
る
も
の
に
も
め
ん
密
’

-
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に
検
査
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
新
善
の
帳
簿
で
く
い
違
っ
た
髭
が
あ

　
　

れ
ば
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
注
意
す
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
は
じ
め
骨
吏
ど

　
　

ち
は
、
別
に
大
し
た
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
考
え
て
い
た
。
潭
州
に
い

　
　

た
こ
ろ
の
こ
と
だ
が
、
麻
の
簿
暦
が
逡
ら
れ
て
末
だ
の
を
、
勘
定
係

　
　

り
と
検
査
係
り
に
ま
わ
し
た
の
が
、
期
限
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
も
持

　
　

っ
て
来
ん
。
追
究
し
た
と
こ
ろ
が
、
髭
検
交
付
係
り
が
上
に
提
出
し

　
　

て
お
ら
ん
の
だ
。
即
刻
、
ふ
た
り
の
膏
吏
を
處
分
し
た
。
‘
そ
の
後
は

　
　

い
つ
も
期
限
に
間
に
合
わ
せ
た
。
わ
い
ろ
を
取
り
た
く
て
も
、
期
限

　
　

を
引
き
の
ば
す
わ
け
に
ゆ
か
ず
、
蒜
で
も
期
限
の
巌
し
い
こ
と
を
知

　
　

っ
て
る
も
の
だ
か
ら
、
や
つ
ら
に
わ
い
ろ
を
取
ら
れ
ず
に
す
ん
だ
。

　
　

こ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
幾
つ
か
き
ち
ん
と
し
て
お
け
ば
、
し
ぜ
ん
と

　
　

手
間
が
省
け
る
。
こ
れ
が
大
綱
紀
と
い
う
も
の
だ
。

　
　
　

わ
た
し
が
太
守
を
し
て
い
た
時
な
ど
、
官
員
の
俸
給
が
支
給
さ
れ

　
　

る
際
は
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
を
示
し
て
お
き
、
そ
の
日
が
来
る
と
、

　
　

一
日
で
ぜ
ん
ぶ
支
給
す
る
よ
う
に
さ
せ
、
未
支
給
分
を
少
し
も
残
さ

　
　

な
か
っ
た
。
こ
れ
も
わ
い
ろ
を
取
る
弊
害
を
防
い
だ
。
い
く
ら
あ
の

　
　

手
こ
の
手
の
不
正
の
か
ず
か
ず
が
あ
っ
て
も
、
期
限
を
巌
重
に
し
て

　
　

船
き
た
て
れ
ば
、
結
果
は
大
彊
わ
い
ろ
が
取
れ
ぬ
も
の
な
ん
だ
。
」

　
　
　

ま
た
い
わ
れ
た
、
「
世
に
良
宰
の
ほ
ま
れ
あ
る
、
あ
る
人
が
い
っ

た
こ
と
ば
に
、
『
だ
い
じ
な
黙
と
し
て
、
。
民
丁
ヲ
開
除
シ
、
戸
稔

ヲ
掘
割
セ
ヨ
’
と
い
う
八
宇
が
あ
り
、
代
々
い
い
傅
え
と
し
て
い
ま

す
』
と
ね
。
」

　

ま
た
い
わ
れ
た
、
「
法
規
（
制
度
）
が
は
じ
め
て
作
ら
れ
る
と
き

は
、
ず
い
ぶ
ん
好
い
意
味
を
も
っ
て
い
た
も
ん
だ
が
な
あ
。
後
に
な

っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
官
僚
ど
も
が
で
た
ら
め
な
申
請
を
し
て
、
み
な

悪
く
し
ち
ま
う
の
だ
。
た
と
え
ば
。
父
母
堂
二
在
レ
、
、
ハ
、
財
ヲ
異
ツ

ヲ
許
サ
ズ
’
と
い
う
の
な
ん
か
、
法
の
主
旨
は
こ
よ
な
く
結
構
だ
。
い

ま
、
人
た
る
も
の
、
父
母
の
在
世
中
に
財
産
分
け
を
せ
ぬ
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
に
、
こ
っ
そ
り
質
に
入
れ
た
り
実
っ
た
り
し
て
、
あ
と

で
人
を
だ
ま
す
よ
う
な
こ
と
を
す
る
。
一
時
の
弊
害
の
た
め
に
萬
世

の
良
法
を
愛
え
て
し
ま
う
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
あ
る
男
が
個
人
の
き

も
ち
で
申
請
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
法
規
に
は
な
か
な
か
好
い
黙
が

あ
る
の
だ
。
こ
の
節
じ
ゃ
、
下
の
も
の
が
法
規
を
畏
れ
な
い
で
形
式

硯
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
上
は
朝
廷
か
ら
し
て
そ
れ
を
た
だ
形
式
的

な
も
の
と
し
て
施
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
だ
れ
も
か
れ
も
か
な
ら
ず

実
施
す
る
な
ん
・
て
こ
と
を
期
待
し
て
い
な
い
。
先
晩
も
話
し
た
よ
う

に
、
上
下
の
も
の
が
み
な
法
令
を
ど
う
で
も
い
い
事
と
見
な
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
州
・
郡
や
監
司
の
つ
け
と
ど
け
（
食
事
や
金
銭
）
を

-

88-



　
　

許
さ
ず
と
い
う
の
は
、
な
ん
ど
か
通
達
が
あ
っ
た
の
に
、
州
・
郡
や

　
　

監
司
は
あ
い
か
わ
ら
ず
だ
。
た
『
だ
名
目
を
愛
え
る
だ
け
で
、
た
い
て

　
　

い
忌
日
の
行
事
と
し
て
寺
へ
焼
香
に
行
き
、
す
る
と
み
な
か
ら
贈
り

　
　

物
が
出
る
。
そ
の
藪
量
が
ば
か
に
な
ら
ん
の
だ
。
時
に
は
お
そ
ろ
し

　
　

く
破
廉
恥
の
や
つ
が
い
る
。
も
と
も
と
忌
日
が
な
い
の
に
怠
日
を
こ

　
　

さ
え
、
お
參
り
し
て
つ
け
と
ど
け
を
ね
ら
う
と
い
う
や
つ
だ
。
朝
廷

　
　

の
お
布
令
は
、
な
に
か
に
つ
け
て
こ
の
よ
う
に
綱
紀
が
な
く
、
だ
れ

　
　

も
か
れ
も
ば
か
に
し
て
ル
ー
ズ
だ
。
ま
っ
た
く
心
配
な
こ
と
だ
よ
。
」

　
　
　

ま
た
い
わ
れ
た
、
「
た
と
え
ば
省
・
部
（
本
廳
）
か
ら
通
達
さ
れ

　
　

る
文
書
に
は
、
な
か
な
か
た
め
に
な
る
鮎
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
後

　
　

ほ
ど
青
吏
の
手
に
わ
た
る
と
、
み
な
始
末
が
わ
る
く
な
る
。
わ
た
し

　
　

が
潭
州
に
い
た
こ
ろ
、
ふ
い
に
通
達
さ
れ
た
文
書
に
、
『
唐
ユ
ル
諸

　
　

州
ノ
箭
（
造
）
印
ヲ
用
イ
ル
處
、
或
シ
峡
損
、
磨
滅
セ
’
シ
モ
ノ
有
レ

　
　

バ
、
並
ベ
テ
申
上
シ
テ
重
行
メ
テ
改
造
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
』
と
あ

　
　

り
、
こ
こ
潭
州
で
も
申
請
す
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
錆
造
印
を

　
　

も
つ
べ
き
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
兵
刑
・
鏡
穀
関
係
の
と
こ
ろ

　
　

だ
。
た
と
え
ば
蘇
尉
に
鎗
造
印
が
あ
る
の
も
、
管
轄
す
る
弓
兵
が
い

　
　

る
か
ら
だ
Ｉ
。
司
理
は
郡
の
刑
獄
を
掌
る
の
に
箭
造
印
が
な
か
っ
た
も

8
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の
だ
か
ら
、
後
ほ
ど
申
請
し
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、
例
に
よ
っ
て
水
の

中
に
落
っ
こ
と
し
た
み
た
い
だ
。
そ
れ
か
ら
ず
い
ぶ
ん
彫
っ
て
、
ま

た
文
書
が
通
達
さ
れ
た
。
も
う
】
ど
申
請
し
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、
ま

た
し
て
も
そ
れ
き
り
だ
。
た
だ
い
ま
じ
や
な
に
か
に
つ
け
て
こ
の
と

お
り
さ
。
省
・
部
の
文
書
も
青
吏
の
。
手
に
わ
た
。
つ
た
が
最
後
、
た
だ

も
う
わ
い
ろ
を
請
求
し
て
、
、
手
を
か
え
品
か
え
て
邪
魔
を
す
る
。
｛

と
え
ば
、
わ
た
し
が
紹
興
に
い
た
こ
ろ
な
ど
、
進
士
貌
を
も
ら
う
た

め
助
米
を
上
納
す
る
人
が
い
た
。
鯨
が
身
許
を
保
護
し
て
州
に
と
ど

け
、
州
が
保
護
し
て
監
司
に
と
ど
け
、
そ
こ
で
や
っ
と
部
（
本
廳
、

吏
部
で
あ
ろ
う
）
に
申
請
し
て
く
れ
る
。
と
つ
ぜ
ん
。
部
か
ら
ま
た

　

一
通
の
文
書
が
通
達
さ
れ
て
爽
て
、
も
う
一
ど
身
許
保
謐
を
し
ろ
と

い
う
。
わ
た
し
は
そ
こ
で
逐
一
詳
細
に
申
請
し
て
、
『
已
二
下
ヨ
リ

ー
保
明
シ
詑
リ
タ
リ
。
未
ダ
委
ラ
ズ
今
爽
何
二
因
リ
テ
再
ビ
行
移

ヲ
作
セ
ル
コ
ト
此
ノ
如
キ
ナ
ル
ヲ
』
（
す
で
に
下
級
官
廳
か
ら
一
一
保
澄

の
手
績
き
を
す
ま
せ
て
あ
り
ま
す
の
に
、
こ
の
た
び
何
ゆ
え
再
び
か
か
る
通

達
を
寄
こ
さ
れ
た
の
で
し
上
う
か
）
と
い
っ
て
や
っ
た
。
申
請
し
て
や

っ
た
の
が
そ
の
ま
ま
で
、
そ
の
後
ま
た
と
つ
ぜ
ん
通
達
が
あ
り
、

『
助
米
ノ
人
、
進
士
ヲ
稀
ル
モ
、
未
ダ
委
ラ
ズ
、
コ
レ
何
處
ニ
テ
幾

時
、
文
解
ヲ
請
到
ラ
レ
シ
ヤ
、
還
是
モ
郷
貢
ナ
リ
ヤ
、
如
何
。
仰
セ

テ
ー
牒
問
シ
テ
上
来
サ
レ
ヨ
。
』
（
助
米
の
人
は
進
士
胱
を
名
の
っ
て

-
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い
る
が
、
ど
こ
で
い
つ
進
士
の
護
明
書
を
受
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
郷

　
　

貢
の
進
士
な
の
か
、
い
か
が
。
一
一
牒
文
を
も
っ
て
本
人
に
問
い
報
告
さ
れ

　
　

た
し
）
。
ま
っ
た
く
癩
に
さ
わ
る
の
さ
わ
ら
ん
の
。
や
つ
ら
は
な
に

　
　

か
に
つ
け
て
こ
の
よ
う
に
ぬ
け
ぬ
け
と
わ
い
ろ
を
請
求
し
お
る
。
そ

　
　

の
か
み
の
こ
と
、
朝
廷
で
は
進
士
助
米
の
こ
と
を
さ
し
許
さ
れ
た
。

　
　

や
っ
が
い
う
進
士
は
科
皐
の
最
終
段
階
を
パ
ス
し
た
も
の
の
こ
と

　
　

だ
。
よ
く
も
こ
ん
な
こ
と
が
い
え
た
も
ん
だ
。
わ
た
し
は
そ
の
時
、

　
　

も
し
も
こ
の
省
吏
が
眼
の
前
に
お
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
も
二
行
の
入
れ

　
　

墨
を
し
て
流
し
も
の
に
し
て
く
れ
た
ん
だ
が
。
（
腹
は
立
つ
こ
と
は
立

　
　

っ
た
が
）
で
も
本
省
に
申
請
し
て
や
っ
た
。
本
省
の
官
が
き
っ
と
こ

　
　

の
骨
吏
を
處
罰
す
る
と
思
い
き
や
、
處
罰
な
ん
か
す
る
も
ん
か
。

　
　
　

ま
た
、
（
か
つ
て
）
上
奏
し
て
ひ
と
り
の
蘇
令
を
罷
免
し
た
と
き

　
　

な
ど
、
す
ぐ
さ
ま
。
一
方
で
訣
員
待
機
の
人
を
任
命
し
、
飢
饉
救
済

　
　

の
し
ご
と
が
す
ん
で
か
ら
（
正
式
の
）
交
替
者
に
引
徹
ぐ
よ
う
、
申

　
　

請
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
交
替
者
が
た
ち
ま
ち
異
議
を
と
な
え
て
、

　
　

部
に
行
っ
て
問
題
に
し
た
の
で
、
部
で
は
剣
定
を
下
し
て
（
現
に
飢

　
　

饉
救
済
の
し
ご
と
を
し
て
い
る
）
臨
時
官
を
罷
免
し
た
。
後
で
わ
ざ
わ

　
　

ざ
い
っ
て
や
っ
た
、
『
も
と
も
と
こ
の
人
を
任
命
さ
れ
た
の
は
、
ち

　
　

ゃ
ん
と
聖
旨
を
い
た
だ
い
て
飢
饉
救
済
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
り
、

い
ろ
い
ろ
の
資
料
は
す
べ
て
前
に
書
い
て
あ
り
ま
す
』
と
ね
。
そ
の

後
、
部
か
ら
通
達
が
あ
っ
て
、
前
の
部
分
に
聖
旨
を
列
記
し
、
後
の

部
分
に
は
あ
い
か
わ
ら
ず
交
替
者
を
も
ど
ら
せ
て
職
務
を
引
渡
す
べ

き
だ
と
書
い
て
あ
る
。
ま
こ
と
に
も
っ
て
で
た
ら
め
至
極
な
通
達

で
、
聖
旨
が
出
て
い
る
の
を
て
ん
で
知
ら
な
い
の
だ
。
臨
時
官
の
ほ

う
は
代
人
の
来
る
の
が
こ
ん
な
に
急
だ
っ
た
の
で
、
異
議
を
と
な
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
や
め
て
行
っ
た
。
」

　

楊
道
夫

〔
楊
通
老
〕
楊
揚
。
通
老
は
そ
の
あ
ざ
な
、
愧
堂
と
琥
す
る
。
扁

建
省
長
渓
蘇
（
い
ま
の
霞
浦
）
の
人
。
朱
子
の
高
弟
、
巻
一
二

○
、
訓
門
人
に
も
見
え
る
。
官
歴
は
司
農
寺
簿
・
國
子
博
士
・

知
安
渓
・
湖
南
提
刑
・
江
西
運
判
。
黄
緑
の
「
楊
恭
老
敦
義
堂

記
」
に
よ
れ
ば
、
か
れ
と
共
に
朱
子
に
師
事
す
る
こ
と
二
十
年

に
わ
た
る
と
い
い
、
ま
た
十
歳
年
長
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
し

そ
れ
を
文
字
ど
お
り
に
と
れ
ば
、
生
年
は
一
一
四
二
年
と
な
る

　

（
『
宋
元
學
案
』
六
十
九
）
。
ま
た
『
朱
子
年
譜
考
異
』
に
洪
本

年
譜
を
引
い
て
い
う
、
「
楊
揚
践
云
。
慶
元
乙
卯
（
元
年
、
一

　

一
九
五
）
揚
侍
先
生
於
考
亭
精
舎
。
云
ζ
」

〔
趙
守
〕
趙
姓
の
太
守
、
未
詳
。
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〔
骨
子
〕
骨
（
俗
語
）
。

〔
差
〕
く
い
違
う
。
ま
ち
が
う
。

〔
看
…
…
甚
歴
…
…
〕
語
類
に
特
有
の
語
法
、
「
看
」
の
下
文
に

疑
問
形
式
が
来
れ
ば
、
「
畳
管
」
ま
た
は
「
不
管
」
の
意
。
下

文
に
も
「
看
是
…
…
如
何
…
…
」
「
看
有
多
少
…
…
」
が
見
え

る
。

〔
喝
斜
〕
ゆ
が
む
。
『
通
俗
文
』
に
「
斜
戻
を
隔
（
音
ｇ
ｕ
ａ
）
と

　

い
う
」
と
あ
る
。
ま
た
嘆
乖
（
雙
馨
語
）
と
も
い
う
。

〔
這
般
所
在
〕
「
こ
ん
な
場
所
」
と
は
、
州
の
よ
う
な
大
き
な
役

所
と
い
う
こ
と
か
。

〔
叢
雑
〕
ご
た
ご
た
集
ま
る
。

〔
理
會
〕
こ
の
條
に
お
け
る
「
理
會
」
は
處
理
す
る
・
扱
う
な
ど

　

の
意
。
現
代
語
で
「
か
ま
い
つ
け
る
」
音
Ｊ
に
用
い
る
の
に
近

　

い
。

〔
只
得
休
〕
只
得
は
「
す
る
ほ
か
な
い
」
「
や
む
な
く
・
・
…
’
・
す

　

る
」
（
現
代
語
と
同
じ
）
。
「
休
」
は
そ
の
ま
ま
で
す
ま
す
。
現

　

代
語
の
「
罷
了
」
に
あ
た
る
。

〔
多
少
〕
い
か
ぽ
か
り
。
現
代
語
の
「
多
座
」
。

〔
或
是
〕
仮
定
法
に
ち
か
い
。
双
代
語
で
も
「
悄
或
」
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。

〔
状
牒
〕
状
は
詞
状
・
４
　
状
な
ど
、
下
か
ら
さ
し
出
さ
れ
る
文

書
。
牒
は
が
ん
ら
い
對
等
関
係
間
の
通
達
。

〔
判
〕
判
決
文
。
書
き
か
た
に
一
定
の
形
式
が
あ
る
。

〔
著
到
〕
處
理
が
す
む
こ
と
か
ハ
あ
る
い
ぽ
處
理
し
た
結
果
が
到

着
す
る
こ
と
か
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
。

〔
眼
前
〕
眼
の
ま
え
で
す
ぐ
。
目
前
・
目
下
に
類
似
す
る
語
で
あ

　

ろ
う
。

〔
較
量
〕
相
談
す
る
。

〔
會
甕
〕
轜
躾
す
る
。

〔
采
是
〕
そ
の
う
え
、
加
う
る
に
。

〔
簿
尉
〕
主
簿
（
蘇
の
庶
務
部
長
）
・
蒜
尉
（
同
じ
く
警
察
署
長
）
。

官
人
コ
ー
ス
の
初
期
に
任
命
さ
れ
る
職
。

〔
受
多
了
云
々
〕
俗
文
學
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
曼
は

較
の
音
通
（
哩
Ｉ
）
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
よ

り
多
く
な
っ
て
は
の
意
。

〔
厨
子
〕
観
音
び
ら
き
の
戸
棚
、
ロ
ｙ

［
頭
項
］
事
項
、
項
目
。

徊
毯
ハ
上
簿
〕
呉
は
現
代
語
の
「
給
」
に
あ
允
る
助
字
で
、
何
ふ

－91



92

　

に
（
こ
こ
は
帳
簿
に
）
ご
フ
ス
す
る
１
　
を
も
っ
動
詞
な
ら
、
前

　

後
に
付
し
て
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
る
。

〔
索
案
底
〕

　

「
案
」
は
事
件
の
経
過
を
示
す
記
録
。
「
索
」
は
も

と
め
る
。

〔
人
案
已
足
底
〕
人
は

　

二
千
人
≒

　

犯
人
・
厭
人
を
は
じ
め
事

件
関
係
者
の
す
べ
て
を
い
う
。

〔
定
奪
〕
決
定
す
る
（
俗
語
）
。
雙
馨
語
。

〔
末
後
〕
最
後
に
。
（
文
書
の
）
末
尾
に
。

〔
擬
判
〕
判
決
の
案
文
を
書
く
。

〔
書
様
子
〕

　

「
様
子
」
は
ひ
な
型
・
見
本
。

〔
説
着
〕
う
ま
く
い
う
。
着
は
ｚ
ｈ
ａ
ｏ
と
護
音
す
る
べ
き
か
。

〔
干
照
〕
千
碍
照
會
（
関
係
方
面
に
照
會
問
合
わ
せ
る
）

　

の
略

　

か
。
『
元
典
章
』
に
も
「
干
照
文
字
」
が
み
え
る
。

〔
解
輝
〕
鮮
明
す
る
、
輝
明
す
る
（
現
代
語
も
同
じ
）
。

〔
供
對
〕
訴
訟
事
件
で
事
件
営
事
者
同
志
が
面
と
む
き
あ
っ
て
供

　

述
す
る
こ
と
。

〔
番
訴
〕
上
訴
し
て
再
審
を
申
請
す
る
。
「
翻
訴
」
に
も
作
る
。

〔
鮎
對
〕
鮎
検
照
合
す
る
。
倒
條
に
も
み
え
る
。

〔
把
来
〕
そ
れ
を
ば
。
文
言
の
「
以
」
に
あ
た
る
。

〔
断
決
〕
判
決
を
あ
た
え
る
。
「
断
罪
決
遣
」
。

〔
追
人
〕
「
追
」
は
追
勾
。
召
喚
す
る
こ
と
。
吏
漬
語
で
は
、
あ

　

と
か
ら
す
る
處
置
に
は
す
べ
て
「
追
」
字
を
用
い
る
。

〔
事
都
了
〕

　

「
了
」
は
了
結
、
助
字
で
は
な
い
。

〔
説
道
〕
…
…
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〔
原
頭
〕
根
本
・
原
因
。
事
の
起
こ
り
。

〔
須
…
…
始
得
〕
…
…
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。
語
類
に
慣
用
の
句

法
。

〔
理
會
路
上
〕
「
路
」
　
　
１
は
現
代
語
の
経
過
を
示
す
過
（
十
去
・

来
）
に
あ
た
る
。
上
の
ほ
う
へ
處
置
し
て
ゆ
く
。

〔
監
司
〕
路
の
四
長
官
。
㈲
條
注
參
照
。

〔
措
置
不
下
〕
處
置
し
か
ね
る
。

〔
然
…
…
也
・
・
・
〕
然
は
雖
に
同
じ
（
俗
語
）
。
雖
然
と
も
い
う
。

〔
見
得
〕
わ
か
る
。

〔
只
如
〕
且
如
に
同
じ
。
た
と
え
ば
。

〔
建
陽
ご
扁
建
省
建
寧
府
管
下
の
麻
、
朱
子
の
寓
居
地
。
朱
子
は

警
喩
を
用
い
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
地
名
を
も
ち
出
す
。
そ
れ

に
よ
っ
て
か
れ
の
そ
の
時
の
居
住
地
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。

〔
瀧
求
〕
要
求
、
遂
索
に
同
じ
。
わ
い
ろ
を
と
る
。

-
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〔
要
好
〕
好
く
し
よ
う
と
す
る
。
あ
る
い
ぱ
、
二
字
で
大
事
な
黙

を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

〔
苦
苦
〕
や
っ
き
と
な
っ
て
。

〔
白
干
〕
’
む
な
し
く
。
徒
に
同
じ
。
「
白
乾
」
に
も
作
る
。

〔
無
頭
脳
〕
支
離
滅
裂
な
こ
と
。
語
類
巻
一
三
六
「
李
白
見
永
王

琲
反
。
便
従
央
之
。
文
人
之
没
頭
脳
乃
爾
。
」
（
李
白
は
永
王
燐

の
謀
反
を
知
る
と
た
ち
ま
ち
か
れ
に
追
従
し
た
。
文
學
者
の
だ

ら
し
な
さ
は
こ
の
と
お
り
だ
）
。

〔
一
日
詞
訴
。
一
日
着
到
〕
上
下
の
「
一
日
」
は
呼
悳
す
る
。

　

「
着
到
」
は
上
文
に
も
見
え
る
。

〔
合
是
〕
規
定
乃
至
道
理
で
は
…
…
あ
る
べ
し
。

〔
刷
起
〕
刷
は
（
書
類
・
事
件
を
）
總
あ
ら
た
め
す
る
。
「
刷
巻
」

　

の
刷
、
ニ
音
節
化
す
れ
ば
抄
刷
（
剛
條
參
照
）
。

〔
第
九
日
云
々
〕
「
旬
休
」
と
い
う
語
が
あ
る
よ
う
に
、
十
・
二

　

十
二
二
十
日
が
公
休
日
で
あ
る
。

〔
討
頭
不
見
〕
手
が
か
り
が
つ
か
め
ぬ
。
「
頭
」
は
「
頭
緒
」
、

　

「
討
不
見
」
は
も
と
め
ら
れ
な
い
。

〔
簿
暦
〕
日
日
の
事
件
を
記
載
し
た
帳
簿
。

〔
磨
算
司
〕
審
計
司
・
交
黙
司
な
ど
と
と
も
に
、
み
な
正
式
の
呼

　

梧
で
な
い
ら
し
い
。
磨
算
司
は
勘
定
方
で
あ
ろ
う
。

〔
却
交
過
通
判
〕
「
却
」
は
却
後
（
そ
れ
か
ら
の
意
）
。
「
交
過
」

　

は
わ
た
す
、
回
付
す
る
。

〔
審
計
司
〕
會
計
検
査
係
り
。

〔
筋
道
〕
筋
を
い
う
。
筋
営
局
と
い
っ
た
語
。

〔
計
嘱
〕
吏
授
語
で
『
元
典
章
』
に
も
み
え
る
。
計
較
嘱
付
の
意

’
か
、
頼
み
こ
む
こ
と
。

〔
直
待
…
…
方
・
・
・
〕

　

「
…
…
す
る
ま
で
は
…
…
絶
對
に
し
な
い
」

意
。

〔
倅
廳
〕
「
倅
」
は
通
弁
の
俗
梧
（
印
條
に
既
出
）
。

〔
呈
覆
〕
上
級
の
指
令
に
こ
た
え
て
報
告
す
る
こ
と
（
吏
漬
語
）
。

〔
某
曾
作
簿
〕
朱
子
は
か
つ
て
同
安
蘇
の
主
簿
を
ふ
り
出
し
に
官

　

途
に
つ
い
た
（
「
同
安
主
簿
」
の
項
參
照
）
。

〔
一
向
〕
語
類
で
は
「
ひ
た
す
ら
」
「
い
ち
ず
に
」
の
意
に
使
用

　

さ
れ
、
時
間
的
用
法
（
「
か
ね
て
」
の
意
）
は
な
い
。

〔
新
簿
｀
・
善
簿
〕
「
簿
」
は
三
年
ご
と
に
作
り
な
お
す
原
帳
簿
を

　

い
う
か
。
主
簿
を
さ
す
の
で
は
あ
る
ま
い
。

〔
批
出
〕
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

い
〔
初
期
…
・
・
・
後
家
〕
の
呼
庭
に
注
意
ざ
れ
た
い
。
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〔
押
下
〕
押
は
護
逍
す
る
１
　
。

〔
決
〕
處
分
す
る
。
「
断
決
」
「
決
遣
」
の
決
。

〔
看
百
弊
之
多
〕
下
文
が
疑
問
形
式
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
看
」

も
「
優
管
」
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
大
段
〕
大
い
に
。
宋
元
期
の
俗
語
、
語
類
に
習
用
さ
れ
る
。

〔
開
除
民
丁
。
掘
割
戸
税
〕

　

「
開
除
」
は
分
離
す
る
こ
と
。
「
掘

割
」
は
未
詳
。
掘
は
剖
る
意
だ
か
ら
、
や
は
り
分
割
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
二
句
は
丁
男
を
戸
籍
別
あ
っ
か
い

に
し
て
、
戸
税
の
増
収
を
は
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〔
節
次
〕
だ
ん
だ
ん
と
、
次
第
に
。

〔
愛
壊
〕
改
悪
す
る
。
「
壌
」
は
俗
語
で
は
「
好
」
の
反
對
語
で

あ
る
。

〔
父
母
在
堂
云
々
〕
叫
條
を
參
照
。

【
篤
人
】
「
篤
」
は
平
馨
、
「
人
間
た
る
も
の
」
。
去
賀
に
讃
み
誤

　

ら
ぬ
よ
う
注
意
。

〔
背
地
〕
ひ
そ
か
に
。
「
背
地
裏
」
と
も
い
う
。

〔
典
責
〕
物
件
を
抵
営
に
金
を
借
り
た
り
、
責
り
わ
た
す
。

〔
昏
頼
〕
人
の
眼
を
ご
ま
か
す
、
イ
ン
チ
キ
を
や
る
。

〔
倣
文
具
事
〕
形
式
膜
す
る
（
叫
條
注
參
照
）
。

〔
饅
逍
〕
飲
食
物
を
お
く
る
、
饗
護
す
る
。

〔
倣
忌
日
〕

　

「
忌
日
」
は
先
帝
な
ど
の
命
日
。
「
倣
」
は
そ
の
行

　

事
を
す
る
。
「
倣
法
事
」
な
ど
の
倣
と
同
じ
。

〔
折
途
〕
㈲
條
注
參
照
。

〔
省
部
〕
中
書
省
と
六
部
、
す
な
わ
ち
中
央
政
廳
。

〔
僅
〕
な
か
な
か
。
と
て
も
。

〔
没
収
殺
〕
始
末
が
わ
る
い
。
「
没
合
殺
」
と
も
い
う
（
帥
條
注

參
照
）
。
と
も
に
語
類
に
習
用
さ
れ
る
。

〔
行
下
文
字
〕
行
は
行
移
、
通
達
す
る
こ
と
。
「
文
字
」
は
文
書
。

　

一

〔
隠
諸
州
用
鯖
印
處
〕

　

「
護
」
は
す
べ
て
の
・
あ
ら
ゆ
る
意
。
吏

　

9
4

臍
語
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　

i
i
i
i
a

〔
重
行
〕
か
さ
ね
て
。
吏
漬
文
で
は
副
詞
十
行
の
語
が
常
用
さ
れ

　

る
。
㈱
條
に
も
「
盛
行
」
が
み
え
る
。

〔
兵
刑
銭
穀
處
〕
兵
刑
は
軍
事
警
察
乃
至
刑
獄
開
係
、
銭
穀
は
財

政
賦
税
開
係
の
事
務
を
い
う
。

〔
弓
兵
〕
弓
手
と
も
い
う
。
捕
り
手
乃
至
巡
査
に
あ
た
る
。

〔
司
理
〕
司
理
參
軍
。
司
法
參
軍
・
司
戸
參
軍
な
ど
と
と
も
に
州

　

の
罵
官
。

〔
如
棹
在
水
中
一
般
〕
「
如
…
…
一
般
」
は
現
代
語
の
「
好
像
・
：
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似
町
」
に
９
　
ら

〔
一
味
〕

　

一
ず
に
、
ひ
た
す
ら
（
現
代
語
も
同
じ
）
。

〔
阻
節
〕
じ
ゃ
ま
す
る
。
「
節
」
は
截
に
も
作
る
。

〔
助
米
〕
災
害
救
済
米
を
提
供
し
て
見
返
り
の
恩
恵
特
典
を
う
け

　

る
こ
と
で
あ
ろ
・
う
。
こ
の
場
合
は
中
央
の
科
皐
、
省
試
の
受
験

　

資
格
を
輿
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

〔
保
明
〕
身
分
保
護
す
る
。

〔
方
呉
申
部
〕
呉
は
「
し
て
ぐ
れ
る
」
「
し
て
や
る
」
。
下
文
に
も

　

三
見
す
る
。

〔
今
来
〕
い
ま
。

〔
行
移
〕
文
書
を
逸
達
す
る
。
巌
密
に
い
え
ば
「
行
」
は
上
司
か

　

ら
下
司
へ
、
「
移
」
。
は
同
格
関
係
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。

〔
文
解
〕
護
明
書
。

〔
未
委
是
…
…
還
是
…
…
〕

　

「
還
是
」
は
そ
れ
と
も
の
意
、
現
代

語
も
同
じ
。

〔
郷
貢
〕
い
わ
ゆ
る
郷
貢
の
進
士
、
す
な
わ
ち
地
方
試
（
解
試
な

ど
）
を
パ
ス
し
た
進
士
試
験
の
受
験
資
格
者
を
い
う
。

〔
仰
〕
上
よ
り
中
し
つ
け
石
場
合
に
用
い
る
吏
授
語
、
仰
せ
つ
け

る
意
。

誕
問
上
杏
「
１
　
間
」
『
は
１
　
文
を
出
し
て
阻
グ
。
「
１
　
」
。
ぽ
阿

　

格
闘
係
の
通
達
に
用
い
る
文
書
形
式
。
「
上
来
」
は
「
牒
問
」

　

’
に
直
接
っ
づ
か
ず
「
上
中
せ
よ
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

　

〔
巨
耐
不
巨
耐
〕
い
や
う
ん
ざ
り
す
る
の
し
な
い
の
。
形
容
語
の

肯
定
形
と
否
定
形
を
な
ら
べ
る
表
現
は
、
邦
語
の
そ
れ
と
ま
っ

た
く
同
じ
感
歎
の
口
吻
を
示
す
。
疑
問
形
式
が
感
歎
に
韓
用
さ

れ
る
お
も
し
ろ
い
表
現
で
あ
る
。

〔
漑
求
取
索
〕
つ
ま
り
既
出
の
「
漑
索
」
。
わ
い
ろ
を
取
る
。

〔
若
便
〕
も
し
も
。
こ
の
表
現
は
後
世
で
廠
あ
ま
り
見
な
い
が
、

　

「
元
典
章
」
で
は
習
用
さ
れ
て
い
る
。

〔
刺
雨
行
字
配
賂
去
〕
「
刺
字
」
は
罪
人
と
し
て
眉
間
に
入
れ
墨

す
る
こ
と
。
「
配
」
は
配
役
・
配
流
、
流
刑
に
處
す
る
こ
と
。

　

「
賂
去
」
は
経
過
を
示
す
語
助
。

〔
将
謂
〕
…
…
だ
と
思
う
て
い
た
ら
。
劉
洪
『
助
字
辨
略
』
・
‐
に
い

う
、
「
疑
餅
。
猶
今
云
只
道
是
也
。
」
現
代
語
で
は
「
以
篤
」
を

用
い
る
。

〔
一
面
〕
か
た
わ
ら
、
一
方
で
（
現
代
語
と
同
じ
）
。
こ
こ
で
は
、

蘇
令
を
罷
冤
處
分
に
す
る
と
と
も
に
、
以
下
の
處
置
を
も
と
っ

て
お
く
。
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〔
差
人
待
闘
〕
「
待
則
」
は
ポ
ス
ト
の
空
く
の
を
待
機
す
る
こ

　

と
。
下
文
か
ら
み
れ
ば
、
「
人
ノ
待
則
セ
ル
ヲ
差
シ
」
と
贋
む

　

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

〔
交
割
〕

　

（
任
務
を
）
引
き
わ
た
す
。
雙
聾
語
（
巴
Ｉ
‘
９
）
。

　

〔
下
替
〕
交
替
者
を
い
う
。

　

〔
不
知
〕
こ
こ
の
用
法
は
「
不
料
」
（
は
か
ら
ず
も
）
に
同
じ
か
。

　

〔
９
　
上
去
〕
お
か
み
に
異
議
を
申
し
立
て
て
ゆ
く
。

　

〔
権
官
〕
資
格
の
な
い
も
の
を
一
時
的
に
任
用
し
た
場
合
に
い

　

〔
在
前
〕
文
書
の
前
の
部
分
を
さ
す
。
た
だ
し
吏
臍
で
は
「
在

前
」
を
以
前
の
意
に
も
用
い
る
。

　

〔
及
後
〕
の
ち
に
。

　

【
還
】
呼
び
も
ど
す
こ
と
か
。

　

〔
直
是
〕
現
代
語
の
「
簡
直
是
」
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
。

　

〔
胡
乱
〕
で
た
ら
め
。

剛
頃
常
欲
因
奏
對
言
一
事
而
忘
之
。
諸
州
軍
兵
衣
絹
。
或
非
所
有
。

則
以
上
供
銭
對
易
於
出
産
州
軍
。
最
１
　
煩
擾
。
如
潭
州
菌
呉
信
・
處

二
州
對
易
。
毎
歳
本
州
篤
雨
州
抱
認
上
供
債
若
干
。
盗
敷
解
納
。
而

雨
州
絹
絶
不
束
。
太
守
歳
遣
書
鍛
懇
請
。
恬
不
焉
意
。
或
得
三
分
之

一
。
間
翌
到
一
半
極
矣
。
然
絹
紙
薄
而
價
高
。
常
致
軍
人
怨
晋
。
傅

景
仁
初
解
潭
州
。
以
支
散
衣
絹
不
好
。
焉
軍
人
喊
噪
。
不
得
已
以
銭

貼
支
。
始
得
無
事
。
歳
以
篤
苦
。
興
化
取
之
台
州
。
更
是
回
遠
。
此

事
最
不
難
理
會
。
而
無
一
人
言
言
之
者
。
不
知
何
故
。
既
知
潭
不
出

絹
。
信
州
・
處
州
有
之
。
何
不
令
雨
州
以
所
合
翌
納
上
供
鏡
。
輪
絹

左
蔵
。
只
令
潭
州
以
銭
散
軍
人
。
豊
不
雨
便
。
軍
人
皆
願
得
鏡
。
不

願
得
絹
。
蓋
今
絹
價
毎
疋
三
千
省
。
而
請
銭
則
得
五
千
省
故
也
。
此

亦
営
初
立
法
委
曲
努
複
之
過
。
改
之
何
妨
。

　

個

　

校
注
：
１
雑
誤
作
輪
、
以
刊
本
訂
。

　

つ
ね
ひ
ご
ろ
、
天
子
に
言
上
す
る
お
り
に
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い

な
が
ら
、
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
Ｉ
州
・
軍
の
兵
除
た
ち

の
衣
料
絹
だ
が
、
も
し
（
そ
の
州
・
軍
に
）
手
も
ち
が
な
い
場
合

は
、
上
供
銭
を
使
っ
て
生
産
州
・
軍
と
對
價
交
換
す
る
の
だ
が
、
こ

れ
く
ら
い
め
ん
ど
う
な
こ
と
は
な
い
。
潭
州
の
場
合
な
ど
、
む
か
し

か
ら
信
・
處
二
州
と
對
價
交
換
し
て
お
り
、
毎
年
毎
年
こ
の
州
で
は

上
供
銭
の
な
に
が
し
か
を
二
州
に
肩
代
り
し
て
う
け
も
ち
、
全
額
を

き
っ
ち
り
鐙
納
す
る
が
、
二
州
の
絹
は
さ
っ
ぱ
り
や
っ
て
束
ん
。
太

守
は
年
々
書
面
や
ら
贈
り
物
や
ら
を
と
ど
け
て
懇
請
す
る
が
、
恬
と
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し
て
意
に
介
し
な
い
の
だ
。
ど
う
か
す
る
と
三
分
の
一
が
手
に
入
る

　
　

沈
側

か
、
た
ま
さ
か
半
分
も
鐙
ら
れ
て
爽
れ
ば
ち
ょ
う
じ
ょ
う
。
と
こ
ろ

　
　

が
そ
の
絹
が
あ
ら
く
て
薄
っ
ぺ
ら
、
し
か
も
値
が
高
い
の
で
、
い
つ

　
　

も
兵
除
た
ち
の
悪
口
不
満
の
た
ね
に
な
る
。
傅
景
仁
（
傅
伯
壽
）
が

　
　

潭
州
知
事
を
解
任
さ
れ
た
ば
か
り
の
と
き
、
支
給
さ
れ
た
衣
料
絹
が

　
　

わ
る
く
て
、
兵
除
た
ち
が
騒
い
だ
の
で
、
や
む
を
え
ず
現
金
を
代
替

　
　

支
給
し
、
や
っ
と
事
な
く
す
ん
だ
’
。
年
々
そ
れ
が
頭
痛
の
た
ね
な
ん

　
　

だ
。
興
化
軍
は
台
州
か
ら
も
ら
う
か
ら
、
も
っ
と
（
潭
州
の
場
合
よ

　
　

り
）
廻
り
道
だ
。
こ
れ
ぐ
ら
い
困
ら
ず
に
處
置
で
き
な
い
こ
と
は
な

　
　

い
の
に
、
だ
れ
も
言
お
う
と
す
る
も
の
が
な
い
の
は
、
ど
う
い
う
わ

　
　

け
か
な
あ
。
潭
州
で
は
絹
が
と
れ
ず
、
信
州
・
處
州
で
と
れ
る
こ
と

　
　

が
わ
か
っ
て
い
る
の
な
ら
、
二
州
に
は
娩
納
す
べ
き
上
供
領
分
の
絹

　
　

を
左
蔵
庫
に
逸
ら
せ
、
潭
州
で
は
現
金
を
兵
除
た
ち
に
支
給
す
る
よ

　
　

う
に
な
ぜ
さ
せ
ん
の
だ
ろ
う
。
そ
う
す
り
ゃ
雙
方
好
つ
ご
う
じ
ゃ
な

　
　

い
か
。
兵
除
た
ち
は
み
な
現
金
を
も
ら
い
た
が
っ
て
お
り
、
絹
は
ほ

　
　

し
く
な
い
の
だ
。
だ
。
つ
て
い
ま
、
絹
の
價
格
は
毎
疋
三
千
省
領
で
、

　
　

現
金
を
受
け
る
場
合
は
五
千
省
領
が
も
ら
え
る
の
だ
か
ら
ね
。
こ
れ

　
　

心
営
初
の
制
度
を
立
て
。
た
と
き
に
、
手
の
こ
ん
だ
め
ん
ど
う
な
こ
と
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を
し
た
の
が
間
違
い
で
、
改
正
し
た
っ
て
か
ま
う
も
ん
か
ね
。

〔
頃
常
〕
平
生
、
ふ
だ
ん
。

〔
奏
對
〕
天
子
へ
の
奏
上
乃
至
ご
下
問
に
答
え
る
こ
と
。

〔
衣
絹
〕
春
秋
の
二
季
に
軍
人
に
賜
わ
る
衣
料
絹
。
‐
す
な
わ
ち
帥

條
に
み
え
る
・
「
二
季
衣
賜
之
物
」
（
そ
の
注
參
照
）
。

〔
上
供
銭
〕
賦
税
の
う
ち
、
中
央
政
府
へ
供
納
す
る
鏡
。

〔
對
易
〕
對
價
取
引
す
る
。

〔
出
産
〕
産
出
・
生
産
す
る
。

〔
信
・
處
二
州
〕
信
州
は
江
西
省
（
上
饒
）
、
處
州
は
浙
江
省
（
麗

水
）
に
あ
る
州
名
。

〔
抱
認
〕

　

（
自
州
の
）
責
任
額
と
認
め
る
。
肩
が
わ
り
し
て
負
推

す
る
。
抱
は
包
に
も
っ
く
る
（
包
納
・
包
辨
の
包
）
。
現
代
語

で
も
「
請
負
う
」
意
に
用
い
る
。

〔
本
州
〕
「
本
」
は
す
べ
て
「
そ
の
・
営
該
の
」
の
意
。
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
は
潭
州
を
さ
す
。

〔
書
鍛
〕
書
面
を
逸
っ
た
り
つ
け
と
ど
け
す
る
こ
と
。

〔
脱
薄
〕
ふ
し
が
あ
っ
て
薄
い
。
俗
語
ら
し
い
。

〔
傅
景
仁
〕
景
仁
は
傅
伯
壽
の
あ
ざ
な
。
泉
州
晋
江
の
人
、
乾
道
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八
年
（
コ
七
二
）
の
進
士
。
知
道
州
・
知
津
州
な
ど
を
経
て

直
煥
章
閣
・
浙
西
提
黙
刑
獄
と
な
る
。
そ
の
後
韓
詫
冑
に
追
従

し
て
膿
部
尚
書
に
至
っ
た
。
朱
子
に
は
か
つ
て
弟
子
の
檀
を
執

り
な
が
ら
、
朱
子
が
中
央
へ
推
阜
し
て
く
れ
ぬ
の
を
う
ら
み
と

し
た
。
の
ち
建
寧
府
知
事
就
任
中
に
朱
子
が
死
去
し
た
と
き
、

黛
禁
の
ゆ
え
に
そ
の
こ
と
を
上
聞
せ
ず
、
代
人
を
朱
家
に
さ
し

む
け
て
弔
慰
金
を
と
ど
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
朱
家
で
は
こ
れ
を

餅
退
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
（
『
宋
史
翼
』
四
〇
、

姦
臣
傅
）
。

〔
解
〕
こ
の
解
は
解
任
を
い
う
。
傅
景
仁
は
紹
煕
初
（
一
一
九

〇
）
に
知
潭
州
か
ら
直
煥
章
閣
に
絢
じ
た
。

〔
貼
支
〕
代
替
支
給
す
る
。
「
貼
」
は
つ
ね
に
ピ
ソ
チ
ヒ
″
タ
ー

　

の
役
わ
り
を
意
味
す
る
。

〔
興
化
取
之
台
州
〕
興
化
は
扁
建
省
沿
海
地
匹
に
あ
る
興
化
軍

　

（
興
安
）
、
台
州
は
浙
江
省
の
中
南
部
に
あ
る
か
ら
、
か
な
り

　

隔
絶
し
て
い
る
。

〔
回
遠
〕
ま
わ
り
遠
い
。
輪
廻
経
路
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
。

〔
左
蔵
〕
銭
帛
・
金
銀
を
貯
蔵
す
る
中
央
政
府
の
倉
庫
。

〔
毎
疋
〕
疋
（
匹
）
は
二
端
、
一
端
は
二
丈
。

　
　

〔
三
千
省
〕
省
は
省
銭
。
貨
幣
な
ど
表
記
の
額
面
が
何
パ
ー
セ
ソ

　
　

ト
か
割
引
き
さ
れ
る
も
の
（
そ
の
割
引
率
は
時
に
よ
っ
て
異
同

　
　

が
あ
る
）
、
割
引
か
れ
ぬ
も
の
を
足
銭
と
い
う
。

　
　

〔
委
曲
努
複
〕
複
雑
で
め
ん
ど
う
く
さ
い
こ
と
。

剛
本
州
周
壁
。
最
錫
毒
民
之
横
賦
。
屡
経
旨
罷
。
而
復
屡
起
。
先

生
至
。
石
丈
屡
言
其
利
害
曲
折
。
先
生
印
散
榜
。
先
罷
其
瀕
海
十
一

鋪
。
其
除
諸
鋪
。
擬
侯
経
界
正
賦
既
定
。
然
後
悉
除
之
。
至
是
諸
鋪

解
‰
盟
銭
。
諸
庫
皆
充
塞
。
先
生
日
。
某
而
今
方
見
得
壁
銭
底
裏
。

呉
郡
申
歳
計
無
預
。
前
後
官
都
被
某
見
過
。
無
不
巧
作
名
色
支
破

者
。
古
者
山
洋
之
利
呉
民
共
之
。
今
都
占
了
。
是
何
理
也
。
合
憲
行

除
罷
。
而
行
迫
無
及
矣
。

　

淳

　
　

校
注
：
１
其
字
無
。
２
到
原
空
一
格
、
以
刊
本
補
。

　

こ
の
州
（
潭
州
）
で
堕
を
責
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
民
を
毒
す

る
不
営
財
源
に
な
っ
て
い
る
。
た
び
た
び
勅
命
に
よ
る
慶
止
の
沙
汰

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
つ
ど
復
活
し
て
い
る
。
先
生
が
着
任
さ
れ
て
、

石
ど
の
が
た
び
た
び
そ
れ
の
利
害
の
詳
細
を
申
し
あ
げ
た
と
こ
ろ
、

先
生
は
さ
っ
そ
く
掲
示
を
方
々
に
出
さ
れ
て
、
ま
ず
瀕
海
地
匹
の
十

一
の
頁
捌
處
を
慶
止
し
、
の
こ
り
の
責
捌
處
は
、
経
界
法
に
よ
る
正

営
な
賦
税
が
決
定
し
た
う
え
で
、
ぜ
ん
ぶ
取
除
く
つ
も
り
を
さ
れ
て

-
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い
た
。
す
る
と
賢
良
處
か
ら
趾
ら
れ
て
来
た
匯
１
　
で
、
‘
ど
こ
の
倉
庫

も
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。

　

先
生
が
い
わ
れ
た
、
「
わ
た
し
は
今
は
じ
め
て
盟
銭
の
内
幕
、
が
わ

か
っ
た
よ
。
郡
の
歳
費
と
は
関
係
な
い
ん
だ
ね
。
前
後
の
官
人
は
み

な
わ
た
し
に
落
ち
度
を
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
だ
れ
も
か
も
上
手
に

名
目
を
作
っ
て
使
い
こ
ん
で
い
る
。
む
か
し
は
、
山
渫
の
利
は
民
と

共
有
す
る
も
の
だ
っ
た
。
今
じ
ゃ
ぜ
ん
ぶ
ぶ
ん
取
っ
て
し
ま
う
、
な

ん
と
い
う
む
ち
ゃ
な
こ
と
だ
ろ
。
ぜ
ん
ぶ
廳
除
す
る
べ
き
だ
っ
た

が
、
出
我
が
追
っ
て
い
て
間
に
合
わ
た
ん
だ
。
」
陳
淳

〔
横
賦
〕
不
営
無
法
な
税
。

〔
屡
…
…
屡
…
〕
中
國
語
の
特
性
と
し
て
、
上
下
句
に
同
じ
副
詞

を
用
い
る
と
、
雨
者
が
呼
匯
し
て
同
じ
場
合
を
さ
す
（
九
四
ペ

ー
ジ
上
段
注
參
照
）
。

〔
石
丈
〕
聯
條
に
み
え
る
石
洪
慶
か
（
同
條
注
參
照
）
。
『
語
類
』

巻
三
十
四
・
論
語
十
六
の
陳
淳
の
記
録
に
も
み
え
る
。
「
丈
」

は
上
の
世
代
の
人
に
用
い
る
敬
稀
。

〔
散
榜
〕

　

「
散
」
は
敷
か
所
に
掲
示
す
る
こ
と
を
示
す
。

〔
瀕
海
十
一
鋪
〕

　

「
鋪
」
は
専
賢
品
乃
至
そ
れ
に
準
ず
る
物
資
の

隻
影
唐
錆
を
い
乙
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
店
鋪
は
官
ひ
許

可
制
の
も
と
に
設
け
ら
れ
る
。

〔
経
界
〕
農
民
の
納
税
・
賦
役
を
均
衡
な
ら
し
め
る
制
度
。
農
民

　

に
土
地
を
測
量
申
告
さ
せ
て
土
地
憂
帳
を
つ
く
り
、
地
味
に
護

　

じ
て
九
等
の
税
を
課
す
る
。
次
條
に
み
え
る
李
椿
年
が
賞
施
し

　

た
も
の
で
一
時
全
國
に
普
及
し
た
が
、
そ
の
後
は
部
分
的
に
し

　

か
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
を
、
朱
子
が
潭
州
知
事
に
就
任
す
る

　

と
と
も
に
、
潭
・
泉
・
汀
三
州
に
復
活
し
よ
う
と
し
た
。
し
か

　

し
、
結
局
は
豪
民
の
反
對
に
會
う
て
挫
折
す
る
。

〔
解
到
〕
護
鐙
す
る
。

〔
底
裏
〕
う
ら
、
内
情
。
も
の
ご
と
の
子
細
。
名
詞
化
し
た
「
端

　

的
」
も
同
じ
用
法
を
も
つ
。

〔
郡
中
歳
計
〕
従
来
は
郡
の
歳
費
分
と
し
て
使
い
こ
ま
れ
て
い
た

　

わ
け
で
あ
る
。

〔
名
色
〕
名
目
・
名
義
。

〔
支
破
〕
支
は
支
出
・
使
用
の
雨
意
に
使
わ
れ
る
ら
し
い
。
「
破
」

　

は
う
え
の
動
詞
の
動
作
を
徹
底
す
る
意
の
語
助
。
使
い
こ
む
こ

　

と
を
ま
た
「
侵
破
」
と
い
う
。

〔
古
者
山
洋
之
利
県
民
共
之
〕
『
穀
梁
傅
』
荘
公
二
十
八
年
お
よ
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び
成
公
十
八
年
に
、
「
山
林
叢
渫
之
利
。
所
以
呉
民
共
也
」
と

み
え
る
。

【
行
迫
無
及
】

　

「
行
」
と
は
朱
子
が
離
任
の
出
我
期
を
い
う
。

叫
李
椿
年
行
経
界
。
先
従
他
家
田
土
量
起
。
今
之
輔
弼
。
能
有
此
心

否
。

　

人
傑

　
　

校
注
・
・
此
條
見
刊
本
巻
一
三
二
・
本
朝
六
。

　

李
椿
年
が
経
界
法
を
寅
施
し
た
と
き
、
ま
ず
自
分
の
田
地
か
ら
測

量
し
は
じ
め
た
。
い
ま
の
輔
弼
の
臣
に
、
こ
の
心
が
け
が
も
て
る
か

な
。

　

萬
人
傑

〔
李
椿
年
〕
経
界
法
を
最
初
に
賞
施
し
た
人
。
江
西
省
浮
梁
の
出

身
、
政
和
年
間
の
進
士
。
紹
興
十
二
年
（
一
一
四
二
）
浙
西
路

平
江
府
（
蘇
州
）
で
ま
ず
経
界
を
賞
施
し
、
他
に
及
ぼ
す
こ
と

を
申
請
し
、
一
時
は
全
土
に
行
な
わ
れ
た
。

〔
量
起
〕
測
量
し
は
じ
め
る
。
「
起
」
は
は
じ
め
る
意
、
ま
ず
最

初
に
自
分
の
田
地
か
ら
は
じ
め
た
こ
と
を
指
す
。

㈲
某
在
臨
潭
。
欲
行
経
界
。
只
圖
得
善
熟
者
散
人
任
之
。
大
抵
立

事
。
須
要
人
才
。
若
人
才
難
得
。
不
成
便
休
。
須
着
倣
去
。
人
傑

　

わ
た
し
が
臨
潭
（
潭
州
）
に
い
た
こ
ろ
、
経
界
法
を
賞
施
し
よ
う

と
し
て
、
散
人
の
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
を
探
し
出
し
て
任
せ
よ
う
と
や
っ
き

に
な
っ
た
。
だ
い
た
い
、
も
の
ご
と
を
始
め
る
際
に
は
、
ぜ
ひ
と
も

人
材
が
必
要
だ
。
た
と
え
人
材
が
え
が
た
く
て
も
、
そ
の
ま
ま
止
め

る
と
い
う
わ
け
に
ゆ
く
ま
い
。
あ
く
ま
で
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萬
人
傑

〔
不
成
〕
ま
さ
か
…
…
と
い
う
わ
け
に
ゆ
く
ま
い

　

（
既
出
）
。

　

「
休
」
は
「
そ
れ
ま
で
の
こ
と
に
す
る
」
意
。

〔
須
着
〕
か
な
ら
ず
…
…
す
る
。
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